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             【開会＝午前１０時３９分】 
 
 ただ今から全員協議会を開催いたします。  

まず、改選前の議会に設置されていた各特別委員会、予

算決算特別委員会、ごみ処理施設建設特別委員会及び議会

改革特別委員会は、議員の任期満了によって消滅しており

ます。特別委員会はその都度必要に応じて設置することに

なっておりますが、予算決算特別委員会及び議会改革特別

委員会は喫緊の課題であると思いますので、本臨時会で設

置したいと考えていますが、よろしいでしょうか。  
 

（異議なし）  
 
また、ごみ処理施設建設特別委員会は、施設の建設工事

について、衛生施設組合が既に契約を済ませ、建設工事が

スケジュールに沿って順調に進められていることから、特

別委員会としての役目がなくなったと判断し、設置しない

こととします。なお、衛生施設組合からの報告事項がある

場合は、全員協議会で協議します。特別委員会の設置につ

いて、ご意見等ございますか。  
 

昨年ですね、南谷議長のときにですね、私は確か２回ぐ

らいかな、経過報告してくれということで、最後に何か一

方的な話をされて閉められていますので、全く内容がこち

らの方へ入ってこないということで、継続して、設置を強

く要望します。  
 

羽島市にとって重大な課題でありますし、ごみ処理施設

が羽島市に設置をされるという計画ですので、継続して特

別委員会としてやっていくべきだと考えております。  
 

今、花村議員も言われましたように、まだ次期ごみ施設、

完成しておりません。完成するまではですね、やはり特別

委員会の設置は継続すべきと私は思いますので、よろしく

お願いいたします。  
 

そもそも、ごみ処理施設建設特別委員会は候補地の選定

が混迷していたということで設置されたと思いますので、

その役目は終了したと思います。  
 

ごみ処理施設建設特別委員会というのは、羽島市のお金
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を使ってやると、そのチェックをするのが特別委員会、

我々議員の仕事でございますよ。候補地選定に関わる、そ

んなことじゃないんですよ。ですから、完成まで当然やる

べきであると、続けていくべきあると私は考えます。  
 

今も出ておりますように、ごみ処理施設というのは羽島

市の市民の多大なる税金が投資される、それから、今後も

いろいろな面でまだ完成まで至っていないわけですので、

その間のいろんな地元貢献策とか、そういうところについ

ての報告も市民にとってはしかるべきだというふうに思

っております。そういう点から、この場での特別委員会の

設置をお願いいたします。  
 

ちょっと今、はっきり聞いてなかったんだけど、新しい

議長が、今回設置しないということでお話されたけど、皆

さんに何にも諮らずにですね、何も諮らずですよ、議長が、

さっきの言葉で言うと、何も諮らずに無くすということを

言ったんですよ。議長いいんですか、こんなこと言って、

誰が決められたんですか、誰と相談されたんですか。  
 
ただいま議長に対する意見がございましたので、私の考

えを述べさせていただきたいと思いますが、私は今この場

で、ごみ処理施設建設特別委員会は施設の建設工事につい

て、衛生施設組合が既に契約を済ませて、建設工事がスケ

ジュールに沿って順調に進められていることから、特別委

員会の役目が無くなったと判断したという理由を述べた

上で、皆様にお諮りをしております。判断について皆様に

お諮りをしております。これについて、皆様からご意見が

ございますが、私に対する質問については以上の通り回答

させていただきます。  
 

羽島市は、数字忘れたけど、３７０億の仕事ですよ、そ

れの約４０％を羽島市が負担するんですよこれ。そんな大

事なことを去年も南谷議長に２回ぐらい請求したかな、こ

れ全くされずにですね、特別委員会が、それで最後に、こ

れは羽島市の仕事ではないから、直接組合に聞いてくれと

いうわけのわからん答弁でしたけれども、議長こんなこと

でいいんですか、勝手に藤川議長が判断していいんですか

こんなこと。  
 

藤川議長は勝手に判断をしていいのかという発言であ

りますが、今この場で皆様にお諮りをしております。また、
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協議の場につきましても、先ほど申し上げましたが、衛生

施設組合からの報告事項がある場合は、全員協議会という

場で協議をすると、協議の場を無くすわけではない、それ

だけはご理解をいただきたいと、その上で皆様に改めてご

意見を賜ります。  
 

前回議長がですね、わからんことは組合に直接聞いてく

れと言いましたよ。それどうなるんですか。  
 

今の議長は私でございます。  
 

だから、どういうふうに判断されるの、それを。勝手に

聞けばいいの、こっちが組合に。  
 

もう一度、その質問の意図が。  
 

前の話は、時の議長が、質問があるなら直接組合に聞い

てくれと言ったでしょ、そういう説明でしたよ、南谷議長

の説明。そうやって聞けばいいんですか、直接。  
 

改めて申し上げますが、衛生施設組合、ごみ処理施設建

設特別委員会の設置の目的は、施設の建設工事についての

契約を結ばれておって、スケジュール通り進んでいる。当

初の目的を達成したと、そして、建設当初の目的は、建設

用地、候補地で難航していたといういきさつがあって設置

されたという認識をしております。改めて、今スケジュー

ル通りに進んでいる中で、協議の場、報告の場が必要であ

るということであれば全員協議会の場で話をすればいい

と、そういった考えのもとに皆様にお諮りをしておりま

す。  
 

議長自らおっしゃったんですよ、今、ここに何にも諮ら

ずに。  
 
 諮るために提案しているんじゃないですか。  
 

諮るためになら、そういう提案せないかん。必要がない

と思いますがどうですかというふうに言わないかん。  
 

私の私見を述べた上でお諮りをしたわけです。なぜいけ

ないんですか。  
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だから、そういうふうで、自分に必要がないとお決めに

なって、それからこの特別委員会は、要するに候補地決定

だけだと。けど、もしですよ、指名業者も決まって、順調

にいっているのでもう必要ないというお話でしたけれど

も、途中で何か事故が起きたりなんかしたら、それは作っ

てないので別にいいということになるかもしれんけど、そ

ういうもんじゃなしに、やはり完成するまで、まだいろい

ろこれからありますよ、地域、だから、我々は確かに先ほ

どおっしゃってみえるように、結構な予算を使うわけです

から、まだこれから支出するわけですから、これはやはり

議会として、きちっとチェックしていくという意味で、継

続していく必要があると私は思います。  
 

先ほど議長がご提案された旨、私は賛成をいたします。

それでいいと思っております。全員に諮ればいいと思いま

すので、ごみ特を全協で対応していくというのは、私はも

う全然問題ないと思いますし、もし何かあったらしっかり

と全協でご対応いただければと思いますので、私は議長の

ご意見に賛成をいたします。以上です。  
 

議長に一つお尋ねしますが、よく議会で質問するとき

に、一般事務に当たらんと執行部は言います。その見解を

述べてください。  
 

羽島市議会の会議規則にございますので、市の一般事務

に当たらない質問は一般質問できない。以上であります。 
 
そもそも、その考え方が、もっと深く議論をしないかん

のですよ。一般職員が事務組合と打ち合わせをしているん

ですよ、一番先に、いろんな細かいことは。これ一般事務

に当たらんのですか。そして、もう一つ言いますが、執行

部は疑問があったら特別委員会で言ってくださいと言っ

とるんですよ、議会で質問せずに。そう言ったにも関わら

ず特別委員会もなくなったら、我々チェックするところど

こがありますか。  
 

全員協議会がその代わりになると認識しております。私

が提案しているのは、特別委員会は廃止して、ごみ処理施

設建設に・・・。  
 

執行部も言っとるわけですよ、特別委員会でいろんなこ

とを聞いてくださいと。  
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それは今までは特別委員会があったからです。今後につ

いては、特別委員会は設置せずに・・・。  
 

今後まだ完成してないのに、何か事故があったらどこで

やるんですか。  
 

全員協議会の場で。  
 
 特別委員会もなくなる、全協ではできんですよ、特別委

員会はどうなったの。  
 

今、私申し上げました。  
 

組合議会に議長さんは出席されるんですよね。メンバー

ですよね。だったら別に、全協でちゃんと議会の意見をま

とめて、議長さんが組合議会で発言すればいい話であっ

て、別にごみ特なんか必要ないんじゃないですか。全協で

いい。  
 
 特別委員会は全協と変わらんのに、なんでいかんの。何

が違うの。  
 

変わらないというご意見でしたら、全員協議会で行いた

いと思います。全員協議会でも可能であると認識をしてお

ります。  
 

ごみ処理特別委員会については、ごみ処理場の建設に関

しては岐阜羽島衛生組合の管轄で、羽島市の管轄はそこに

お金を出す、そのお金の支出については、多分、羽島市議

会もチェックする必要があると思いますけども、  
 

（「仕事内容もチェックせんといかん、何言っとるの」と

呼ぶものあり。）  
 

何を言ってるんですか、ごみ処理場の建設に関しては岐

阜羽島衛生組合の管轄ですよ。その支出に関しては、その

有無というかその使途に関しての質問はＯＫだと思いま

すけど、これは羽島市の一般事務に関わることだと思いま

すけれども、建設自体の質問というのは羽島市議会が関わ

ることではないと、こう考えておりますので、特別委員会

の設置に関しては、本来の目的としては、建設に関わる用
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地の選定に関しての委員会だと聞いておりますので、当初

の目的は達成されたと私は考えておりますので、今後は全

協で議長からお話、または担当課からお話を聞けばいいか

なというふうに思っております。  
 

このごみ処理の問題は、やはり市民の関心もかなり高い

というのは常々思っておりまして、今ここで本当にごみ特

をなくすか、また全協でやるかというよりは、もうちょっ

と慎重に考えた方がいいかなというのを感じていますの

で、今ここで結論よりはちょっと一度・・・。  
 

（「今日構成作らないと」、「そのために集まっている」。「必

要だと思っとるんでしょ、原さんは」と呼ぶものあり。）  
 
確かにごみ処理は重要課題なので、重点的にやらなくち

ゃいけないというのは感じております。  
 

（「特別委員会設置すればいい」、「何の不都合もない」と

呼ぶものあり。）  
 

なんでこれ作っておいて、何か不都合あるんですか。ど

ういう不都合があるか言ってください。  
 
ごみ処理施設建設特別委員会当初の目的が達成された

という判断のもとに、そしてごみ処理施設建設に関わる、

これから起こりうることについては、別の場で協議もでき

る、それをごみ処理施設建設特別委員会を設置して開くこ

となのかというところがございますので。  
 

（「目的、ちょっともういっぺん読んでください」と呼ぶ

ものあり。）  
 

この問題については、前議長の南谷議長のときから要望

を出しているわけですよ。だけど、開く開くというような、

開いてくださいと、だけど、開いてこなかったというのは

事実です。だけど、その理由がはっきりしない、なぜ開い

てこなかったか。今、新議長さんが言われる、そういうの

であれば、もっと早めに議員の輪に協議をかけるべきであ

った。だけど、この場になって急に議長さん、藤川新議長

さんが、もう持ちませんという、特別委員会としてはやり

ませんという、だから、そういういきさつがあって、本来

であれば、前議長さんの時にあったわけですので、特別委
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員会という設置があったわけです。そういうことをやらな

いといけないと、だから、それをやらずして、今、新議長

さんがやりませんという、これはないと思います。だから、

必要があって要望を何回も何回も出しているんです。それ

から、羽島市にとって非常に多額のお金が、羽島市これだ

け財政的に不安定な状況にあると、財政力が悪いという中

にあって、これだけの出費をするわけです。それが本当に

羽島市の問題ではないというわけではないと思います。だ

から、そういう点から、財政的な面からしても報告をしか

るべきだということを思っております。以上です。  
 

くどいように言いますけど、去年、南谷議長のときに、

確か２回ほど、この事業は３００、何十億で、４０％負担

が地元にあるということで、再三特別委員会を開いていた

だくように南谷議長に言いましたよね、覚えてみえます

か。再三全協でお願いしても全く開かれない。最終の議会

の全協のときに、わからんことはとにかく組合に聞いてく

れということで締められたけど、１回も開かずにですよ、

まだ現場更地ですよ議長、更地ですよ今。これから物を２

年くらいかけて、それから試運転や、業者は入札は終わっ

たと思いますけど、これから業者が準備をして、それから

２年ぐらいかけてやって、それからまた試運転やって、ど

んどん仕事ありますよ、これ特別委員会できちっと議論し

なあかんですよ。議長、そうじゃないですか。去年は１回

も開いていませんよ、おたくらの会派どう思ってみえるか

知らんけど。  
 
まずですね、お話ございましたので話しますが、協議の

場を全く無くすというわけではないということはご認識

を願います。  
 
委員会を開くというのは、その目的が必要だと思うんで

すけれども・・・。  
 

（「まだできとらへん」と呼ぶものあり。）  
 
それは建設するという目的ですか。私が議員になったと

きにはもうできていましたので、その目的自体がよくわか

らないんですが、目的があってこういう委員会ができたと

私は思っています。その目的は建設予定地、候補地を決め

るための目的だったと認識しております。ということは、

その目的が達成されたということで、この委員会は別にな
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くても構わないと、そう思っております。以上です。  
 

今、市長の政策の中で、庁舎、病院、ごみ、これからの

予算についても、ごみの関係では非常に予算がこれから大

きく負担がかかってくるというようなことも言っている

わけですよ。要するに、まだ解決しとらんわけ、だから、

ごみ特として我々もきちっと議員が真摯に捉えて、考えて

いくためには、やはり、なぜ全協という一つのアバウトな、

何でも協議すればいいというなら、何も作らんでもいいわ

けですよ。やはりそういうふうに、元来からごみ特という

のは作られてきておったわけですから、これはやはり最

終、完成するまで、これはやっぱり作っていかなあかんと

いうことと、それから途中で何かが起きたとき、全協でや

ればいい、それはそうかもしれんけど、そうじゃなしに、

やはり価値観の問題から考えると、やはりこういうごみ特

別委員会というものがみんな一致してやると、まずみんな

の意思が一致して出来とるわけなんですよ、これは。中に

はごみの今の候補地の問題でも、城屋敷のときから始まり

ますが、あのときでも結構賛成と反対がおったんですけれ

ども、けれども議員は一枚岩ということで、このごみ特と

いうのができたわけなんですよ、ですから、全員が、ごみ

特を作って、立派な施設を作っていこうじゃないかという

ことできている問題を、どこどこで終わったとか、そうや

なしに、やはり最後までこれを私は続けてやっていくべ

き。別に作ってあったって支障なんて何もないじゃないで

すか。けど、価値観からくると、やはりそういうものがあ

るということは、やはり強い。ですから、そういうことか

らして、これは私は絶対に継続するべきと思います。  
 

いろいろ議論が輻輳しているんですが、先ほど原議員

が、もうちょっと時間をかけてということをおっしゃっ

て、何かここで決めなければならないというような話にな

ったんですけれど、特別委員会の設置を、ここで設置する

か否かを決めてしまう必要は別にないと思うんですが、６

月議会のときに、また全協で相談をして、設置するか否か

決めても、常任委員会はそういうわけにいきませんけど、

特別委員会はそれで十分で、今回は予算決算と議会改革だ

けをこの議会で設置するということでひとまず閉じても

いいとは思うんですが、もう１１時で、今日は日程が非常

に詰んでいるということですので、その日程の方を先進め

ていただいて、６月議会で設置するか否かを決めると、そ

ういうふうでもいいのではないかなと思うんですが、あと
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堀議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤川議長  
 
堀議員  
 
 
藤川議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
原議員  

最終的には議場での議決になりますので、最後、議場の議

決で決まってしまいますから、その辺も踏まえると、もう

少し時間をかけてもいいのかなということを思います。  
 
今、南谷議員が言われましたが、要は、ずっと当初から

設置されてきているわけです。それが、昨年度なんかでも

何回も開いてくださいという要望を出しているにもかか

わらず、開いてこられなかったという事実があるわけで

す。だけど、そのときに特別委員会として、必要ないです

よという話は出なかった。要望を出しているんだけど開い

てこなかっただけの話なんです。それは当然開くべきだっ

たと思います。まだ閉じておりませんので、それから２点

目ですが、市民は非常に関心を持っているわけです。いつ

できるんやと、今はまだ更地です。だけど、隣に大きな建

物、２棟建っておりますよね、だから、そういう点で市民

の関心は非常に高いので、そういう市民に説明する、地元

へ行ったりして、市民に説明するのが議員の役目ですが、

そういう点について、情報が我々入ってこないという、そ

れから、羽島市のいろんな地元貢献策なんかにつきまして

は、我々がある程度議論していくということも必要じゃな

いかなということを思います。もう設計はできているかも

わかりませんが、完成までの間、我々が市民への説明とし

て、代表ですので、そういうことについての情報を得る、

そしてそれについていろいろ協議していくという、そうい

う場が特別委員会だと思います。だから、先ほど言いまし

たように、閉じられてない。だから継続して。  
 
消滅しております。  

 
去年何度も要望しております。だけど開かれていないと

いう、その事実はあります。  
 
改めて申し上げますが、改選前に設置された特別委員会

が、今、存在しない状態になっておりますので、この場で

設置をしますかどうしましょうかという話をしていたと

ころであります。また、先ほど堀議員おっしゃられた、情

報を得る機会ということでありますが、そういう機会を無

くすと言っているわけではありません。全員協議会の場で

その情報を得る機会についてはございますので、それはそ

のようにご認識をいただけたらと思います。  
 

重要な案件なので、やはりしっかり調べてからやるべき
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藤川議長  
 
 
 
 
藤川議長  
 
 
 

だと考えておりますので、よろしくお願いします。  
 
この庁舎の建設委員会は、業者が決まったときに終わっ

てないですよ、完成までですよ、庁舎建設委員会はやって

いましたよ。  
 

目的は先ほど山田議員もおっしゃられましたけど、設置

当初は候補地選定で困窮していたと、そういったいきさつ

があって、それについて特別委員会を設けて、山田議員お

っしゃる通りで、一枚岩でやっていこうということでの設

置目的がございました。それは粟津議員当時ご存知のない

と思いますが、そういうことがあったということだけご了

承ください。  
 

（「うるさいで黙らせなあかん、聞こえん」と呼ぶものあ

り。）  
 
私も一生懸命説明しておりますので、聞こえなかったと

いうことですので改めて申し上げますが、設置当初の目的

がございました、建設候補地を決めていこうと、見つけて

いこうという目的がございまして、その目的は達成された

わけであります。当時のことをご存知ない方も当然いらっ

しゃると思いますが、当時こういうことがあったと、この

ような目的で設置されたということをまずご了承いただ

けたらと思います。  
賛否ございまして、特別委員会を設置するか、設置しな

いかご意見ありますが、まず、本日ここで特別委員会を設

置するか、設置しないか、採決を行いたいと思います。ご

み処理施設建設特別委員会を設置することに賛成の皆さ

んの挙手を願います。  
 
（賛成多数）  
 

ごみ処理施設建設特別委員会を設置する事に反対の皆

さんの挙手を願います。  
 
（反対少数）  
 

ありがとうございます。賛成多数でありますので、設置

することに決しました。  
それでは、委員会構成につきましては、予算決算特別委

員会、ごみ処理施設建設特別委員会は全議員で、議会改革
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特別委員会は６名にしたいと思いますのでご了承願いま

す。また、各常任委員会の所管に関する事項及び議会運営

委員会については、次期定例会の会期など、議会の運営、

さらに議長の諮問に関する事項など、閉会中において調査

が必要なことから、委員の任期中、継続して審査が行える

よう、申し出を会議規則に基づき各委員長から願うことと

しています。なお、これらの関係については各委員会から

の申し出でありますので、各委員会への付託はもちろんの

こと、質疑、討論を省略して採決を進めることでご了承願

います。  
次に、羽島市議会議員互助会についてでありますが、先

ほど全員協議会で局長から説明がありましたが、お手元に

配付しました規約の通り、互助会は各会員が協調して、会

員互助の親睦を図るため、会員の慶弔等に際し、金品等を

贈呈することを目的としておりますので、従来通り全員の

加入でお願いしたいと思っております。また、会計年度は

第１０条の通り、４月３０日から翌年の４月２９日の１年

間とし、会費は月額１０００円、５月の報酬から差し引か

せていただきたいと思いますのでご了承願います。  
以上で全員協議会を閉会します。ご苦労さまでした。  

 
【閉会＝午前１１時１１分】  

 


